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調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○調査結果の比率は、各設問の回答者総数を基数として、小数点以下第２位を四捨五入して算出していま

す。端数処理の関係で、合計が１００．０％にならない場合があります。また、複数回答の設問では、合

計が１００．０％をこえる場合があります。 

調査対象者 
鳥取県内在住の満１６歳以上

の男女３，０００人 

抽出方法 
住民基本台帳からの無作為

抽出法 

調査方法 
郵送配布、郵送回収 
（封書による督促１回） 

調査時期 
平成２６年５月１９日～７

月１０日 

有効回収数 
１，２９８人 
（有効回収率４３．６％） 

回 答 者 の 属 性 

ラ フ の み か た
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１ 人権全般について 

問１ あなたは「人権」について、あなた自身に関わることとして考えたことがありますか。 

（○は１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

問２－① 過去５年間ぐらいの日常生活の中で、あなた自身が差別や人権侵害を受けたと思ったことがあ

りますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２－② 問２－①で「よくある」または「たまにある」を選択された方におたずねします。 

それはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

※上位5項目 
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問２－③ 同じく問２－①で「よくある」または「たまにある」を選択された方におたずねします。 

そのことについて、誰かへ相談しましたか。（○はいくつでも） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３－① あなたは、自分や家族が差別や人権侵害を受けたとき、誰に相談したいと思いますか。 

（○は３つ以内） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３－② その相談先に対して、特にどのようなことを求めますか。（○は１つだけ） 
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問４ あなたは、鳥取県内において、どのような人権問題があると思いますか。（○はいくつでも） 

※上位6項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ あなたは、人権問題についての理解を深め人権意識を高めるために、特にどのような取組みが必要

だと思いますか。（○は３つ以内） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人権」とは 
 「人権」という言葉からあなたはどんな印象を受けますか。 
「とても大切なもの」それとも「何だか堅苦しくて難しいもの」、はたまた「自分には関係ないもの」

でしょうか。 
世界人権宣言の第 1 条には「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利に

ついて平等である。」とあり、人権とは何かを示す、世界の基準になっています。この第 1 条には、世

界人権宣言を貫く基本的な考え方がよく表われています。 
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問６ あなたは、人権が尊重される社会を実現するためには、行政の施策として、特にどのようなことが

必要だと思いますか。（○は３つ以内） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育・啓発活動について 

問７－① 県や市町村の広報誌や新聞記事、映画・テレビ番組などを通じて、人権問題に関する啓発活   

動を行っていますが、あなたはこれらを読んだり見たりしたことがありますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－② 問７－①で「積極的に読んだり見たりしている」または「ときどき読んだり見たりしている」

を選択された方におたずねします。 

読んだり見たりしたことがある啓発物は何ですか？（○はいくつでも） ※上位5項目 
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問７－③ 問７－①で「ほとんど読んだり見たりしたことがない」または「まったく読んだり見たりして

いない」を選択された方におたずねします。 

あなたが啓発物を読んだり見たりしなかった理由をお聞かせください。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８－① あなたは、過去５年間に人権問題に関する講演会や研修会、地域の学習会等に何回参加しまし

たか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

問８－② どのような意識で参加しましたか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県が実施している人権啓発 

鳥取県では、様々な人権分野の講演会・研修会の他、ラジオや情報誌による啓発を行っています。 

○人権・同和問題啓発ラジオ「輝け未来」 

・月２回、ＦＭ山陰で、様々な人権分野で活動されている方の声をお届けする番組を放送しています。 

・放送日時：毎月第２・４水曜日 午後２時２０分～ 約７分間 （H26.12現在） 

・聞き逃した方なども、いつでも聞けるように、平成２６年度から、放送した音声を鳥取県総務部人権局

ホームページ（ＵＲＬ：http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=128616）で公開しています。 

○とっとり人権情報誌「ふらっと」 

・年２回（６月、１１月）に様々なトピックスを取り上げた人権情報誌（無料）を発行しています。 

・特集テーマ：ユニバーサルデザイン（H26.11）、障がい者の人権（H26.6）、手話言語条例、いじめ対策（H25.11）、

インターネットと人権（H25.6）、北朝鮮による拉致（H24.11） 
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問８－③ 参加してどのような感想を持ちましたか。（○は３つ以内） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８－④ 参加しなかった理由をお聞かせください。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ あなたは、県民一人ひとりが人権問題について理解を深めるためには、どのような手法での啓

発活動が有効だと思いますか。（○は３つ以内） 

※上位5項目 
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問10 あなたは、人権を尊重する心や態度を育むためには、学校教育においてどのような教育を行ったら

よいと思いますか。（○は３つ以内） 

※上位6項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 同和問題について 

問11 部落差別の現状についてあなたはどのように考えていますか。次の中から最もあなたの考えに

近いものをお答えください。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 12－① あなたは、過去５年間で同和地区の人々に対する差別的な発言や行動を直接見聞きしたことは

ありますか。（○は１つだけ） 
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問12－② その見聞きした差別的な発言や行動は何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 12－③ 問 12－①で「見聞きしたことがある」を選択された方におたずねします。 

その時、あなたはどうしましたか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 あなたに未婚の子がいると仮定して、その子が同和地区出身の人と結婚しようとする場合、あなた

はどのように対応しますか。（○は１つだけ） 
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問14 あなたが、家を購入したり、マンションを借りたりするなど住宅を選ぶ際に、同和地区にある物件

を避けることがあると思いますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 あなたは、部落差別を解消するためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内） 

※上位6項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「身元調査お断り運動」…結婚や就職に関する身元調査など、差別意識や偏見に基づいて行われる身元調査は重 

大な人権侵害行為であり、これをなくしていこうとする県民運動 

※「えせ同和行為」…同和問題を口実にして高額な図書を売りつけるなど、ゆすり・たかり等をする違法・不当な行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和問題とは 

 同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長

い間、経済的、社会的、文化的に低い状態におかれることを強いられ、今なお、日常生活の上でいろ

いろな差別を受けるなど、日本固有の人権問題です。 

 私たちは、自分の意思で生まれるところを選ぶことができません。それにもかかわらず、なぜ同和

地区の出身という理由だけで差別を受けなければならないのでしょうか？ 

 私たち一人ひとりがまず同和問題を正しく理解すること、そして同和問題を自分の問題として考え、

「差別をしない・させない」意識を持って行動することが大切です。 
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４ 男女共同参画に関する人権について 

問16 男女共同参画に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたは、男女共同参画を推進するためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内） 

※上位7項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 
 少子高齢化が進み雇用環境が変化する中で、家族が安心して暮らし、男女が共に地域の一員として

責任を果たしていくために、職場・地域・家庭のバランス（ワーク・ライフ・バランス）のとれた生

活への見直しが求められています。 
 鳥取県では共働き世帯の男性が、家事、子育て、介護などに費やす時間は女性の 7 分の 1 程度であ

り、女性の負担が大きくなっています。（1 日平均 男性 36 分／日 女性 264 分／日 総務省「社

会生活基本調査」平成 18 年より） 
多様なライフスタイルに対応した子育て支援等の充実を図っていくことが重要です。 
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５ 障がいのある人の人権について 

問18 障がいのある人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。

（○は３つ以内）                           ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 あなたは、身体障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だ

と思いますか。（○は３つ以内）                      ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「身体障がい」…肢体
し た い

不自由、視覚障がい、聴覚障がいなど身体の障がい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいサポート運動をご存知ですか？ 
 あいサポート運動は、多様な障がいの特性、障がいのある方が困っていること、障がいのある方への必要な

配慮などを理解して、障がいのある方への手助けや配慮を実践することにより、障がいのあるなしに関わらず

誰もが暮らしやすい地域社会（共生社会）を皆さんと一緒につくっていく運動です。 
 また、地域や職場などを対象にあいサポーター研修を実施しています。研修は①「あいサポート運動」につ

いて、②障がいについて理解しましょう、③簡単な手話講座の３つの項目で行います。 
あいサポート運動の問合せ先：鳥取県福祉保健部障がい福祉課 電話番号０８５７－２６－７１５４ 
                              ファクシミリ０８５７－２６－８１３６ 
あいサポーター研修の問合せ先：鳥取県社会福祉協議会 電話番号０８５７－５９－６３３２ 
                            ファクシミリ０８５７－５９－６３４０ 
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問20 あなたは、知的障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だ

と思いますか。（○は３つ以内）                    ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「知的障がい」…知的な能力が年齢相応に発達していない障がい 

 
問21 あなたは、精神障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だ

と思いますか。（○は３つ以内）                     ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「精神障がい」…統合失調症など精神面の障がい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県手話言語条例について 
 鳥取県では全国に先駆けて平成 25 年 10 月に、鳥取県手話言語条例を制定しました。ろう者と聞こえ

る人が互いの違いを理解し、個性と人格を尊重することを基本として手話の普及を図っています。 
 手話言語条例の制定によって、県民向けミニ手話講座の開催など手話を学べる機会を増やしたり、知

事記者会見での手話通訳者の配置など、手話による情報発信を進めています。 
問合せ先：鳥取県福祉保健部障がい福祉課 電話番号０８５７－２６－７１５４ 
                      ファクシミリ０８５７－２６－８１３６ 
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問22 あなたは、発達障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だ

と思いますか。（○は３つ以内）                     ※上位 6項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「発達障がい」…自閉症、注意欠陥
け っ か ん

多動性障害、学習障害など対人関係、行動、学習等において発達の偏
かたよ

りによ

る困難性がある障がい 

６ 子どもの人権について 

問23 子どもの人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内）                             ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）についてご存知ですか？ 
 この条約の内容は子どもを大人と同じ社会の構成員として認めるとともに、父母等の子どもに対する責任

や家族の役割の重要性について規定しており、以下の４つに大きく分けられます。 
・生きる権利（病気やけがをしたら、治療を受けられることなど） 
・参加する権利（自由に意見を表したりすることができ、子どもの発達に応じて意見が考慮されることなど） 
・守られる権利（あらゆる種類の虐待や搾取から守られることなど） 
・育つ権利（教育を受け、休んだり遊んだりできること、考えることや信じることの自由が守られて自分ら

しく生きることができることなど） 
 このような権利が子どもにはあるとされている一方で、いじめや虐待などで子どもの権利が必ずしも守ら

れていないのが現状です。 
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問24 あなたは、子どもの人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内）                             ※上位 7項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 高齢者の人権について 

問25 高齢者の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内）                          ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 26 あなたは、高齢者の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内）                           ※上位 5項目 
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８ 外国人の人権について 

問27 鳥取県で暮らす外国人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこと

ですか。（○は３つ以内）                      ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 あなたは、外国人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

   （○は３つ以内）                          ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多文化共生の社会づくりについて～外国人が暮らしやすい町づくり～ 
 今日、鳥取県には、中国、韓国、フィリピンなどアジア地域をはじめ、60 カ国以上、約３，８００

人もの外国人の方々が生活されており、海外からの観光客も増加しています。 
一方、言葉や社会制度、文化・習慣の違いから日本の生活に困難が生じたり、国籍の違いによる偏見や

差別も根強く残っている実情もあります。 
近年、国籍や民族が異なる人々が互いの文化を認め、尊重し、対等な関係を築いていこうとする多文

化共生の社会づくりを展開しています。外国人の方が安心して暮らしていけるよう鳥取県国際交流財団

では、国際交流コーディネーターの配置、日本語クラスの運営、専門通訳（医療・コミュニティ通訳）

ボランティアの派遣、各種交流イベントの開催など様々な事業を行っています。 
問合せ先：鳥取県国際交流財団 電話番号０８５７－３１－５９５１ 
               ファクシミリ０８５７－３１－５９５２   
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９ 病気にかかわる人権について 

問29 患者やその家族など病気にかかわる人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは

どのようなことですか。（○は３つ以内）                                    ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 あなたは、病気にかかわる人の人権が尊重されるために、特にどのようなことが必要だと思いますか。

（○は３つ以内）                                                          ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様々な病気について理解を深めましょう 
ハンセン病は過去においては、誤った認識が行政や社会にあり、患者は施設に長年隔離され続け、実

名すら名乗れないなど、人としての権利が著しく損なわれてきました。その後、平成 13 年に熊本地裁

で「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」が提起され、原告勝訴判決があり、平成 21 年にはハンセン病

問題基本法が施行されて、国と地方自治体の責任が定められましたが、元患者や家族の方々は、今もな

お苦しみや悲しみを抱えています。 
また、ＨＩＶやうつ病などの疾病においては未だに誤ったイメージを持たれ、就職などでの差別がさ

れるために本人から発病の事実を周囲に伝えることがなかなかできないといったことがあります。 
 様々な病気について正しい認識を持つことが今求められているのではないでしょうか？ 
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１０ 刑を終えて出所した人の人権について 

問31 刑を終えて出所した人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは、どのようなこ

とですか。（○は３つ以内）                     ※上位 6項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 32 あなたは、刑を終えて出所した人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。（○は３つ以内）                      ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 犯罪被害者等の人権について 

問33 犯罪被害者及びその家族の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこ

とですか。（○は３つ以内）                        ※上位 5項目 
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問34 あはたは、犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと

思いますか。（○は３つ以内）                       ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 35 犯罪加害者の家族の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内）                             ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とっとり被害者支援センターをご存知ですか？ 
公益社団法人とっとり被害者支援センターは犯罪被害者やその御家族、ご遺族が被害を早期に軽減す

るとともに再び平穏な生活を営むことができるようにサポートするために設置された公益社団法人で

す。 
専門的な研修を受けた相談員及びボランティアの方々が専門家のアドバイスを得ながら、電話相談・

面接相談、警察や病院等の各機関及び裁判の傍聴等の付添、情報提供やその他の支援活動を通じて、被

害にあわれた方々の回復の手助けを行うことを目的としております。 
相談専用電話：０８５７－３０－０８７４（月～金曜日（年末年始・祝祭日を除く）） 
連絡先：０８５７－２０－０３３０（電話番号＆ファクシミリ） 

     t-higaisha@voice.ocn.ne.jp（電子メール） 
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１２ 性的マイノリティ（少数者）の人権について 

問 36 ＬＧＢＴなど性的マイノリティの人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは、どのよ

うなことですか。（○は３つ以内）                 ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 37 あなたは、性的マイノリティの人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思います

か。（○は３つ以内）                        ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＧＢＴとは？ 
 レズビアン（Ｌ）ゲイ（Ｇ）、バイセクシュアル（Ｂ）、トランスジェンダー／トランスセクシ

ュアル（Ｔ）の人たちの頭文字を取った総称。 
レズビアン（Lesbian）：女性同性愛者 
ゲイ（Gay）：男性同性愛者 
バイセクシュアル（Bisexual）：両性愛者 
トランスジェンダー／トランスセクシュアル（Transgender／Transsexual） 
：生まれたときの「体の性別」と自覚する「心の性別」が一致しない人 
（出典：「電通総研ＬＧＢＴ調査 2012【データ・グラフ集】」） 
電通総研が約７万人を対象に実施した 2012 年の調査によると成人男女の 5.2％はＬＧＢＴと推計

されます。 
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１３ 個人のプライバシーについて 

問 38 個人のプライバシーに関して、あなたはどのような場合にプライバシーが守られていないと感じます

か。（○は３つ以内）                        ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 39－① あなたに未婚の子がいると仮定して、その子が結婚するときに、家柄、親の職業や社会的地位

などについて、親の立場から相手方の身元調査を行うことはやむを得ないと思いますか。 

（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 39－② 問 39－①で「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」を選択された方におたずね

します。 

その理由について、あなたの考えに近いものはどれですか。（○は１つだけ） 
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１４ インターネット上における人権について 

問40 インターネット上における人権に関することで、あなたが特に問題があると思われるのはどのよう

なことですか。（○は３つ以内） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 41 あなたは、インターネット上の人権侵害を解決するためには、特にどのようなことが必要だと思い

ますか。（○は３つ以内） 

※上位5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今すぐ始めよう！！ペアレンタルコントロール インターネットを安全に利用するために 
 ペアレンタルコントロールとは、子どもによるパソコンや携帯電話などの情報通信機器の利用を、親が監

視して制限する取り組みのことを言います。 

 フィルタリング（違法・有害情報の閲覧を防ぐサービス）の設定やウイルス対策ソフトの導入によって行

えます。 

 青少年のインターネットの利用が年々増加している一方、特に無料通話アプリ・ＳＮＳ（ソーシャルネッ

トワークサービス）等における誹謗中傷等、トラブルに巻き込まれる事案も発生しています。インターネッ

トは、大変便利なものですが利用の仕方によっては、危険性があるものですので青少年の年齢及びインター

ネットを適切に活用する能力に応じ、ペアレンタルコントロールを適切に行いましょう。 

 問合せ先：鳥取県福祉保健部子育て王国推進局青少年・家庭課 

       電話番号 ０８５７－２６－７０７６ ファクシミリ ０８５７－２６－７８６３ 
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１５ ユニバーサルデザインについて 

問42 あなたは「ユニバーサルデザイン（※）」について知っていますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

※「ユニバーサルデザイン」 

…障がいの有無、年齢、性別、言語など人の多様性に可能な限り無関係に誰にでも利用しやすいように 

製品、建物、環境などをデザインすること。 

「バリアフリー」が、今ある障壁（バリア）を一つひとつ取り除いていくこと（事後対策）に対し、 

「ユニバーサルデザイン」は、はじめからバリアを作らないこと（事前対策）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ おわりに 

問43 あなたは、職場、学校、家庭、地域などにおいて、周りの人も含めた一人ひとりの人権が守られて

いると思いますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身の周りの人権について考えてみましょう！ 
私たちの周囲には、依然としてさまざまな差別や偏見が存在し、自由・平等に生きたいと

いう一人ひとりの願いや権利を阻んでいる現実があります。 
 今一度、自分の周りの人権について考えてみましょう。 

カラーユニバーサルデザインとは？ 
 色覚（色の感じ方）は、味覚や嗅覚と同じように実は人それぞれ異なります。このため、見分けやすく

するためにつけられた色づかいが、かえって見分けにくくなり、情報を正確に受け取れないなど困ってい

る人（色弱の人など）たちがいます。 
 また、一般的な色覚の人の中には疾病などにより他の人と色の見え方が異なるケースもあります。誰に

対しても正しく情報が伝わるように、色の使い方や文字の形などにあらかじめ配慮することを「カラーユ

ニバーサルデザイン」といいます。 
（出典：ＮＰＯ法人カラーユニバーサルデザイン機構「カラーユニバーサルデザインガイドブック」） 
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相談窓口一覧 
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題名 「いろんな人と生きる」／山根萌々花さん（八頭町立中央中学校） 

（平成２６年度とっとりふれあい人権マンガ大賞 入賞作品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 人権に関する県民の意識 「鳥取県人権意識調査」から ― 
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